
 

令 和 ２年 度 公 益 財 団 法 人 やまなし文 化 学 習 協 会 

事  業  計  画  書  

 

基 本 方 針 

  県並びに関係機関等と連携のもと、県民の自発的な生涯学習、芸術文化活動を助長・支援するとともに男

女共同参画社会づくりを推進し、地域文化の振興と地域社会の活性化を担う人材の育成に寄与していく。 

こうした観点から、生涯学習推進拠点施設である山梨県生涯学習推進センター、山梨ことぶき勧学院及び森

の教室、山梨近代人物館の円滑な運営を行うとともに、指定管理者として、文化芸術施設である甲斐市双葉ふ

れあい文化館や男女共同参画推進拠点施設である山梨県立男女共同参画推進センター（ぴゅあ総合・ぴゅあ

峡南・ぴゅあ富士）の適正な管理運営を行っていく。 

甲斐市双葉ふれあい文化館については、令和２年度で指定管理の最終年度となることから、次期指定

管理の更新に向けて準備を進める。 

また、経営計画に基づき、協会の経営基盤を強固で、盤石なものとしていくため、協会本部機能の強化を図

るなど、協会のガバナンス強化への積極的な取組を進めるとともに、職員のコンプライアンスや専門性の向上

を図る人材育成の強化に努めていく。 

さらに、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、協会の人事

制度の整備を行う。 

 

事 業 実 施 計 画 

 芸術文化の推進及び振興 

 甲斐市双葉ふれあい文化館 

  甲斐市民の広範な教育、文化教養の向上及び人づくりに資する施設として設置された甲斐市双葉ふ

れあい文化館の指定管理者として、施設の運営と活動拠点としての事業を行う。 

令和２年度は、基本協定書に基づき、芸樹文化振興振事業を重点的に取り組んでいく。 

 １ 甲斐市双葉ふれあい文化館の管理運営 

指定管理者として、甲斐市双葉ふれあい文化館の適正な管理運営を行う。 

  （１） 施設運営に関する業務 

①利用の承認に関する業務 

②利用料金の収受に関する業務 

③平等な利用の確保に関する業務 

④利用者の増加を図るための業務 

⑤サービスの向上を図るための業務 

  （２） 施設及び設備器具の維持保全並びに安全管理に関する業務 

  （３） その他の業務 

・事業計画、事業報告に関する業務 

・利用者アンケート等に関する業務 

 ２ 芸術文化振興事業 

  （１） 鑑賞型事業 



 住民に良質な公演を鑑賞する機会を提供することを目的とした事業 

① ポピュラー「稲垣潤一コンサート」の開催 

② 「夏井なつき俳句の会」の開催 

③ 「自衛隊音楽隊演奏会」の開催 

④ 地元アーティストによるロビーコンサートの開催 

⑤ 夏休み企画として子供を対象に、楽しく学び遊ぶ「恐竜くんオンステージ」と「翼竜を作って飛ばそう

ワークショップ」を開催 

  （２） 市民参加・地域貢献型事業 

 舞台芸術を普及するため住民に芸術活動に親しんでもらうとともに、公演に参加する事業 

① 身体表現やコミュニケーションなど、表現力に関するワークショップの実施 

② ホールのピアノを自由に演奏できる機会を作る「ピアノオンステージ」の実施  

③ 市民同士の交流を図るカラオケ大会「甲斐市ふれあい新春カラオケ大会」の開催 

④ 市内在住のアーティストに発表の場を提供する「KAIふれあいステージ」の開催 

⑤ 市内小中学生の吹奏楽部や合唱部が一堂に集まり、日ごろの練習の成果を発表し、広く市民に公

開する「甲斐市小中学校音楽祭」の開催 

⑥ 自ら楽器を製作し、その成果発表会を行うワークショップを「森の教室」と共同で開催 

  （３） その他 

① ホールボランティアを募集して事業の運営の補助などに参加し芸術活動に触れる機会を作る。 

② 市内小学校の児童を対象としたホールの舞台・照明・音響を体験するバックステージツアーの開催 

 

 

 生涯学習の推進及び振興 

 山梨県生涯学習推進センター 

県民の生涯学習を支援する中核施設として、いくつになっても学び直しができ、活躍できる社会を

目指す施設として、学習講座の開催や多様な事業を行っている。この事業は、県からの委託事業として実

施。 

 １ 情報の提供・相談事業 

  （１） 情報の収集・提供 

 年間を通じて学習機会や指導者、サークル等、生涯学習に関する様々な情報を収集提供するとともに、

様々な媒体を活用して情報を発信する。 

  （２） 情報誌「生涯学習やまなし」の発行 

 県民の生涯学習を支援するため、キャンパスネットやまなしの連携講座情報等を情報誌として提供す

る。 

  （３） ビデオライブラリーの運営・ビデオセミナーの開催 

 センターの講座等を収録した視聴覚教材を貸し出すとともに、センターにおいて放映する。 

  （４） 市町村・高等教育機関・民間カルチャーとの連携 

 センター主催事業及び市町村等が実施する事業において、連携・協力する。 

  （５） 学習団体支援 

 生涯学習を目的とした団体、個人への交流室の貸出及び支援を行う。 



  （６） 生涯学習相談・人材の育成 

 来所者や電話等による生涯学習に関する各種相談にきめ細かに対応する。 

 ２ 調査・研究事業 

  （１） 調査研究事業 

生涯学習に関するさまざまなテーマについて調査研究を行い、今後の生涯学習事業に反映する。 

  （２） サポーター制度 

センター事業の充実を図ることを目的に、広報、運営、企画をサポートいただくサポーター制度を設置

する。 

 ３ やまなしまなびネット・キャンパスネットやまなし事業 

   センターホームページと連携して、システムの運営と活用を促進する。 

 ４ 賑わい・交流促進事業 

  （１） まなびぃ交流倶楽部 

 勤め帰りの社会人及び子育て層や親子も参加可能な時間帯において、多様なテーマの学習機会や交

流の場を提供する。「障がい者のためのわくわくタイム」など全６講座・２３回 

  （２） 生涯楽習講座 

 夜間や土日・祝日に楽しく学べる講座をオープンスクエアや県民ひろば等で開催し、やまなしプラザの

賑わい創りに貢献する。「歌舞伎鑑賞入門」など全１０講座・１８回 

 ５ やまなしの愛デンティティ形成事業 

  （１） 山梨学講座 

 山梨の文化・歴史・自然等の講座をとおして、山梨の素晴らしさを再発見し、郷土愛を育む講座を開催

する。「甲斐国主～柳沢吉保の生涯」など全９講座・２１回 

 ６ 生涯学習支援事業 

  （１） 現代的課題講座 

 生活をする上で必要な新しい技術、法律、自然現象などの知識を得るための講座を開催する。「どうな

る？キャッシュレス化」など全６講座・９回 

  （２） 市民自主企画講座 

 学校や家庭、地域等で培われた様々な学習成果を活かすため、県民自らが講座を企画・開催する。年

１００講座・４００回実施予定 

  （３） 職業体験講座 

 小中高生を対象に職業観の育成や将来の職業を展望するきっかけづくりを狙いとして、それぞれの職

業を体験しながら学習する講座を開催する。「弁護士の仕事」など全５講座・６回 

  （４）  Ｕ－２１チャレンジ講座 

 青少年が体験してきた学習活動、ボランティア活動等の成果を活かし、成果発表する講座を開催する。 

  （５） まなびウィーク 

 センター交流室を拠点に学習活動を行うサークル・団体が活動成果を展示・発表する機会を提供する。 

 ７ 普及啓発事業 

  （１） 地域生涯学習啓発活動 

 大型商業施設及び県民の日イベント会場において、生涯学習の普及啓発を図る活動を行う。 

  （２） 生涯学習出張講座 



 県老人クラブ連合会、障がい者施設または障がい者イベント、その他要望のある団体に対して、いつま

でもいくつになっても学び直しが出来る機会を提供する。 

 ８ 生涯学習活躍促進事業 

  （１） 生涯学習セミナー 

 生涯学習の指導者や指導者を目指す学習者を対象に、地域の生涯学習における中心的指導者として

活動できるよう、必要な知識や企画・運営方法等について学習する。「現代社会における生涯学習の在り

方」１講座・２回 

  （２） 生涯学習成果活用講座 

 生涯現役で活躍できる社会を創出するため、学習の成果を活用するための講座を開催し、活躍の場を

提供する。「日本語ボランティアを知ろう」など全３講座・１０回 

 ９ サテライトスクール事業 

学習機会の充実を図るため、センターで開催する講座を Web 会議システムを活用して、県合同庁舎・公立

施設等に配信する。 

 

 

 山梨ことぶき勧学院事業 

   長寿社会における生涯学習の理念に立ち、高齢者に対し継続的かつ自主的な学習の場を提供することに

よって、高齢者の新たな生きがいづくりと仲間づくりを行い、健康で活力に満ちた、地域づくりに貢献できる人

材を養成するために、様々な講座を開催している。この事業は、県教育委員会からの委託事業として実施。 

 １ 山梨ことぶき勧学院本校（東光寺）の管理運営 

   勧学院本校の利用に係る基本的な条件及び管理運営の基本条項・仕様書に沿って、適正に管理運営する。 

 ２ 山梨ことぶき勧学院事業    

   （１） 必修講座 （２５講座 ７５単位） 

① 地域を創る 

地域をテーマに学習し、地域の施設を訪問し、若者との交流や地域貢献活動などを実践する。 

１学年  ・仲間づくり  ・若者との交流  ・地域での交流  ・地域を知る ・地域の介護、福祉 

 ・地域貢献 ・地域研究 ・地域学習、活動討論 ・活動実践全体発表 

２学年  ・若者との交流  ・地域での交流  ・地域を知る  ・地域の防災  

 ・地域学習、活動討論  ・活動実践全体発表 

② 知識を深める 

日本や山梨の文化・歴史・経済・芸術・科学、高齢者を取り巻く様々な社会問題に関する講座を開催

する。 

１学年  ・高齢者の食生活と運動 ・山梨の歴史 ・地域の歴史 ・日本の文学古典 

 ・暮らしの経済  ・消費生活の基礎知識 

２学年  ・山梨の自然 ・環境問題 ・心身の健康管理 ・山梨の文学 ・世界の動き  

③ 感性を高める 

大学教授等による音楽や星を楽しむ等の講座や美術館の学芸員によるアート作品の解説と鑑賞な

ど、芸術文化などについて学ぶ。 

 



④ 時代をとらえる  

人生100年時代を生きる心構えや先端技術、時事問題等をテーマに講座を開催する。入学式と卒業

式において、県内外の有識者による記念講演会を開催する。 

⑤ ふれあい行事 

全ての勧学院生が一堂に会し実施する全体行事として、入学式・勧学院祭・卒業式・異世代交流な

どを実施する。 

ア．入学式   入学式、始業式 

イ．勧学院祭  歌、踊り、展示等、各教室単位で日頃の練習成果を発表するため、学園祭を開催す

る。また、県内小中高校生を招き、異世代交流として、互いに発表しあい交流を図る。 

ウ．卒業式   卒業式、修了式、異世代交流会 

  （２） 選択講座 （２０単位以上)  

 勧学院生がそれぞれの興味・関心を一層高め、ことぶき勧学院での学びや活動を実践につなげるため

に、学生自らが、県及び市町村、生涯学習推進センター、大学、県立文化施設、民間団体などが提供す

る講座などを選択・受講する。 

  （３） 学級活動・クラブ活動 

① 教室ごとに「朝の会」「帰りの会」の開催や、学級役員や班編制の決定等、学生自らの運営により学園

生活や諸行事を実施する。 

② それぞれの教室において、自主的にクラブを組織し活動する。 

 

 

 「森の教室」等普及啓発ゾーン業務 

  広く県民に自然のしくみや森林、林業に対する理解を深めていただくことと併せて、山梨県森林総合研究所

の研究成果をわかりやすく紹介する施設であるため、年間を通じ、自然観察会や木工教室など各種イベントを

開催し、自然の大切さなどを学び豊かな心を育む機会を提供するとともに、森林総合研究所の事業と連携し、

森林環境教育を実施する。 

  この事業は、県の企画提案募集事業（プロポーサル事業）として実施され、令和２年度の受託が決定した。 

 １ 施設運営に関する業務 

  （１） 日常的な個人利用者への対応、団体利用者への対応などを行う。 

  （２） 工作室での工作体験への対応、展示室での説明と案内、木のおもちゃ室を良好な状態に保ち紹介と

 案内などを行う。 

  （３） 芝生広場の見回り、遊具利用の指導、ちびっ子の森コース・どんぐりコースのコース紹介を行う。 

 ２ 普及啓発事業に関する業務 

  （１） 写真展などの特別展示や「野山を歩いて春を描こう～植物観察と絵手紙体験～」などの自然体験講座、

「ヒラタケ・シイタケの植菌体験」などの科学講座、「森は大事なエネルギー」などの森林環境教育講座、県

産材のヒノキを使った木工教室、「小枝の壁掛け」などのクラフト教室、さらに出前講座を開催する。 

  （２） 森の教室をより多くの県民に知っていただくため、 施設内において「プラネタリウムの体験教室」を開催

する。 

  （３） 関係団体との連携事業として、「ちびっ子の森」を利用して、野外コンサートを実施する。 

  （４） 当協会が管理運営をしている各施設での移動巡回展示を開催する。 



 ３ 利用者サービスの向上を図る業務 

   年間行事予定表及び情報誌「森の教室だより」の作成と配布、インターネットを活用した広報活動を行う。 

 ４ 施設・設備の維持管理業務 

   施設、設備の点検と巡視、緑地管理、日常清掃業務等を行う。 

 ５ 防災対策に関する業務 

  （１） 災害・事故等の緊急事態への迅速かつ適切な措置を行う。 

  （２） 火災、盗難及び不良行為等を防止するため警備、賠償責任保険への加入 

  （３） 主催事業におけるボランティア保険への加入 

 

 

 山梨近代人物館事業 

  県指定有形文化財である県庁別館内に、県政の歴史や本県発展の礎を築いた先人達の功績を展示する施

設として整備された山梨近代人物館の管理運営業務を行う。 

   この事業は、県教育委員会の企画提案募集事業（プロポーサル事業）として実施され、令和２年度の受託が

決定した。 

 １ 山梨近代人物館の管理運営 

  （１） 利用者対応 

① 入館者の受付・案内・解説 

② 入館者数等の把握 

③ レファレンス内容等の記録 

④ 展示物等の監視 

⑤ 各種配布物（人物館のリーフレット等）の配布 

⑥ アンケートの作成・印刷・配付、また、その回収と集計 

⑦ 県内文化施設等の情報提供 

⑧ 苦情等への対応 

 （２） 展示物の管理 

 上期第１１回展示は、「郷土をひらいた先駆者たち」をテーマに堀内良平、栗原信近、富岡敬明など山

梨県において、開拓者的な役割を果たした人物たち 9名を紹介する。下期第１２回展示は「山梨の文化

の発展に尽くした人々-県立博物館開館１５周年-」をテーマに功刀亀内、渡辺青洲、小林一三など、山

梨県立博物館の開館 15周年にあわせ、郷土の歴史や文化を探求し、紹介した人物９名を紹介する。 

① 日常的な展示物の管理 

② 県教育委員会との調整・内容確認 

③ 展示の入れ替え作業 

 ２ 教育普及事業 

   教育普及事業として、月 1回程度、人物館において紹介する人物や県内文化財、その他歴史文化等を題材

としたイベント等の企画運営を行う。また、人物館開館 5周年記念の式典と記念講演会を開催する。 

 ３ 広報事業 

   県民や県を訪れる観光客等が、山梨ゆかりの近代人物等に興味関心を持ち、人物館の利用促進が図られる

よう、人物館にかかる情報を各種広報媒体や学校等に提供する。また、県庁噴水広場や近隣で開催されるイ



ベントへの参加や、リーフレットの配布などの広報活動を行う。 

 ４ 施設・設備の維持管理業務 

   県教育委員会が供与する施設・設備等について、館内清掃、施設や設備・器具の安全管理、専門業者への

委託などにより良好な維持管理を行う。 

 ５ 安全対策に関する業務 

  （１） 災害や事故等の緊急事態が発生した場合は、避難誘導や消火、救護等の初期対応を行うとともに、関

係機関への連絡など迅速・適切な措置を講ずる。 

  （２） 火災盗難及び不良行為等を防止するため、定期的に巡視を行う。 

  （３） 安全体制を整備し救急用品等を備えて日常的な管理を行う。 

  （４） 県が実施する避難訓練等に参加する。 

  （５） ミュージアム甲斐ネットワーク事務局と連携し、災害時連絡マニュアルに沿って対応する。 

 

 

男女共同参画の推進及び振興 

 山梨県立男女共同参画推進センター事業 

  県民に男女共同参画に関する学習の機会と交流の場を提供し、もって男女共同参画の推進に資するために  

 設置された男女共同参画センター(ぴゅあ総合・ぴゅあ峡南・ぴゅあ富士)の指定管理者として、施設の運営と

活動拠点としての事業を行う。 

  令和２年度は、基本協定書に基づき、女性の活躍推進、男性の家庭参画支援、若年層の男女共同参画の普 

及啓発について重点的に取り組んでいくとともに、市町村の男女共同参画推進委員や、地域で活動している者、 

市町村担当職員などの人材育成の強化にも取り組んでいく。 

 １ 男女共同参画推進センターの管理運営 

指定管理者として、男女共同参画推進センター(ぴゅあ総合・ぴゅあ峡南・ぴゅあ富士)の適正な管理運営を

行う。 

  （１） 施設運営に関する業務 

①利用の承認に関する業務 

②利用料金の収受に関する業務 

③平等な利用の確保に関する業務 

④利用者の増加を図るための業務 

⑤災害発生時の対応業務等 

  （２） 施設及び設備器具の維持保全及び施設の管理運営に関する業務 

  （３） その他の業務 

①業務計画、事業報告等に関する事項 

②利用者アンケート等に関する事項 

③モニタリングの実施 

 ２ 男女共同参画推進事業 

   男女共同参画の推進拠点及び各地域における活動拠点として、次の事業を行う。 

  （１） 調査・研究事業 



 県内の個人、団体、グループを対象として、起業、NPO、法人等の活動等にチャレンジしている女性の

事例調査を行う。 

  （２） 情報収集・提供事業 

 男女共同参画社会の理念や男女共同参画推進に関する施策の実施状況など、男女共同参画に関す

る資料や情報を収集し、ロビーや情報資料室、ホームページや Facebook・Twitter 等の SNS を通じたイ

ンターネット発信、そして従来の情報誌等、様々な機会や媒体を活用して情報の提供を行う。 

  （３） 普及・啓発事業 

  男女共同参画推進の必要性と重要性を広く県民に啓発することを目的として、社会状況の変化を捉

えながら、様々な課題・テーマについて、講演、ワークショップ、シンポジウムなど効果的な学習形式によ

り事業を実施する。  

 主な事業として、県内各自治体の男女共同参画推進を図る「男女共同参画ネットワークセミナー」及び

「地域課題解決出前講座」、DV 被害者への支援について学ぶ「DV 基礎講演会」及び「DV 相談実務者

研修」、女性の管理職・役員等への登用を促す人材育成講座「女性管理職養成セミナー」、男性の家

事・育児参画を促す「父親のためのコミュニケーション講座」など男女共同参画に関するさまざまなテー

マについての学習機会を引き続き提供する。また、新たな取り組みとして、各自治体の男女共同参画担

当者、女性団体等が行う事業を支援するための企画力や広報スキルの向上を図る事業を行う。 

  （４） 交流促進事業 

 県内各地域において、男女共同参画の視点から様々な活動を行っている市町村、関係機関、団体、

家庭間における交流促進とネットワークづくりを支援するための事業を実施する。 

 主な事業として、各自治体の男女共同参画推進委員、活動団体等の交流を図る「ぴゅあフェスティバ

ル」「市民企画講座」「フードドライブ事業」を行う。 

  （５） 人材の発掘・育成事業 

 女性の能力を高め、政策・方針決定過程への女性の参画を拡大するため、地域や企業等において活

躍している女性を発掘・育成し、県や県民に情報提供を行う。また、こうした人材をロールモデルに起用

し、事業を通じて女性の社会参画を推進する。 

  （６） 地域における実践活動支援事業 

 地域における課題解決に向けた男女共同参画についての取組を出前講座により支援する。 

  （７） 運営協議会の開催 

 センターの運営について、男女共同参画を推進するための活動を行っている女性団体等、大学、報道

機関など、外部の様々な分野の方々から意見を求めるために、「山梨県立男女共同参画推進センター

運営協議会」を設置・開催する。 

  （８） 企画・運営サポーター活動事業 

 企画・運営サポーターを設置し、センター主催事業への参加、運営協力、サポーターによる独自企画

事業を開催する。 

 ３ 相談業務 

  （１） 地域活動相談事業（ぴゅあ３館） 

 男女共同参画に関する活動や学習会について、活動団体からの相談を受け、活動を支援する。 

  （２） 女性総合相談（ぴゅあ総合） 

 日常生活から生じる一般的な問題・悩みに対して、女性相談員が電話及び面接により相談に応じる。



また、必要に応じて、自立支援制度についての情報提供及び支援を行う。 

  （３） 配偶者からの暴力に関する相談（ぴゅあ総合） 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため「配偶者暴力相談支援センター」として、相談業務

を行う。また、必要に応じて、保護命令制度や自立支援制度についての情報提供及び支援を行う。 

  （４） 弁護士による法律相談（ぴゅあ総合） 

 上記（３）の相談を受けた被害者のうち法律相談が必要と思われる者を対象として、毎月１回、弁護士に

よる無料法律相談を行う。 

  （５） 男性の総合相談（ぴゅあ富士） 

 男性の一般的問題・悩みに対して、毎月１回、男性相談員が電話により相談に応じる。 

 ４ 自主事業 

   多くの幅広い年齢層に気軽に足を運んでもらうことにより、男女共同参画への理解を深めるきっかけとするこ

とを目的に、趣味・生活分野等の講座を開催する。 

  （１） 趣味・生活講座 

 県民ニーズの高い分野を選択し、交流や体験する機会をとおして、男女が互いに生きがいのある生活

を送るために実施する。 

  （２） 子ども体験教室 

  男女共同参画推進センターに多くの子どもたちが集い、交流する場を設けるとともに、世代を越えた利

用者の集客を図る。 

  （３） ぴゅあコンサート 

 男女共同参画推進センターが県民の憩いの場、安らぎの場となるように、より身近に生演奏やミニコン

サートに触れる機会を設け、県民に開かれたセンターを目指すことを目的に実施する。 

  （４） フリーマーケット（ぴゅあ総合） 

 男女共同参画推進センターの施設を多くの県民に周知するため、広く施設を開放して県民参加型イベ

ントとして「フリーマーケット」を開催する。 

 

 

 施設の有効利用及び利用者サービスに係る事業 

  甲斐市双葉ふれあい文化館、山梨県立男女共同参画推進センターの公益目的以外の各施設の利用とチケッ

ト販売・自動販売機の設置・ 看板印刷等、利用者サービスにかかる事業を実施し、広く県民の利便に応えてい

く。 

 

 

 

 


